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刑事裁判実務修習

◎事実認定上の問題点，法律上の問題点を検
　討し，事実認定能力・法的分析能力を養成

◎争点を適切に把握し，その争点から結論を
　導く法的構成能力を養成

◎合議における裁判官との議論を通じて事実
　認定能力，適切な量刑感覚を養成

 裁判官の合
 議への参加

◎事前に起訴状を検討し，法律上の問題点や
　関連する判例・文献を調査する能力を養成

◎法廷における裁判官の実際の訴訟指揮を傍
　聴し，適切な訴訟運営能力を養成

◎検察官・弁護人としての訴訟活動の在り方
　を指導

◎法律上・訴訟手続上の問題点を検討し，法
　的分析能力を養成

◎証拠から的確に事実を認定する能力を養成

 公判の傍聴

◎逮捕状・捜索差押許可状などの令状発付の
　検討や勾留質問・保釈面接の傍聴を通じ，
　令状手続上の問題点に関する判断力を養成

 令状手続の
 傍聴等

◎判決案の起案と裁判官の添削・指導により
　論理的・説得的に表現する能力を養成

 判決案の作
 成（起案）


